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平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日

第
三
千
九
百
二
十
号

増

刊

①

　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示�

（
市
町
村
支
援
課
）
…
…
…
…
…
一

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

　

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
八
月
二
十
五
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

藤　

井　

克　

已　
　

　
　
　

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

公
職
選
挙
法
事
務
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
五
月
二
十
九
日
福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

令
第
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
第
二
号
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
四
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
五
条
中
「
令
第
十
二
条
」
を
「
法
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
法
第
四
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
条
中
「
た
だ
し
書
」
の
下
に
「
（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
五
項
」

に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
」

に
改
め
、
「
「
法
第
四
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
（
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
八
条
中
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
法
第
四
十
一
条
の
二
第
五
項
及
び
法
第
四
十�

八
条
の
二
第
五
項
」
に
、
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
法
第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
及
び
法

第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
」
に
、
「
令
第
一
条
」
を
「
令
第
一
条
の
三
」
に
、
「
法
第
四
十
九
条
の
七

」
を
「
令
第
四
十
八
条
の
三
及
び
令
第
四
十
九
条
の
七
」
に
、
「
令
第
四
十
九
条
」
を
「
令
第
四
十
八

条
の
二
」
に
、
「
令
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
九
項
」
を
「
令
第
九�

十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
、
第
五
項
及
び
第
十
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
九
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
二
項
、
」
を
削
り
、
「
法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
法

第
四
十
一
条
の
二
第
六
項
及
び
法
第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
」
に
、
「
法
第
四
十
九
条
の
七
」
を
「
令

第
四
十
八
条
の
三
及
び
令
第
四
十
九
条
の
七
」
に
改
め
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「選

挙
人
名
簿
登
録
期
日
等

」
を
「選

挙
人
名
簿
登
録
期
日

」
に
、
「施

行
令
第
12

条

（第
13条

）
」
を
「第

22条
第
１
項
た
だ
し
書

」
に
改
め
、
「
（縦

覧
期
間

）
」
、
「
（定

め
た

）

　
　

「　
　
　
　
　
　

何
年
何
月
何
日
か
ら

」
、　
　

縦
覧
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。��������������������������������������������������������������������

　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
年
何
月
何
日
ま
で

　

」

　

第
五
号
様
式
注
の
一
中
「２

日

」
を
「１

日

」
に
改
め
、
同
様
式
注
の
二
中
「記

載

」
を
「記

入

」

に
改
め
、
同
様
式
注
の
三
中
「当

該
登
録
月
の
２
日

」
を
「同

日

」
に
、
「も

の

」
を
「者

」
に
改
め

る
。

　

第
六
号
様
式
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

目
　
　
　
次

選
挙
管
理
委
員
会
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第
６

号
様

式

（

）

再
調

整
に

よ
る

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
報

告
年

月
日

現
在

何
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会

（

）

決
定

又
は

判
決

に
よ

り
差

引
名

簿
確

定
日

の
登

名
簿

登
録

日
の

登
録

者
数

死
亡

そ
の

他
に

よ
り

修
録

者
数

（

）

（

）

ａ
正

し
た

者
ｄ

（

）

（

）

｛
（

）-

（

）
｝

登
録

し
た

者
ｂ

抹
消

し
た

者
ｃ

ａ
＋
ｂ

ｃ
＋
ｄ

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計
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第
十
号
様
式
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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第
号

様
式

1
0

（

）

再
調

整
に

よ
る

在
外

選
挙

人
名

簿
登

録
者

数
報

告
年

月
日

現
在

何
市

町
村

選
挙

管
理

委
員

会

（

）

決
定

又
は

判
決

に
よ

り
差

引
名

簿
確

定
日

の
登

名
簿

登
録

日
の

登
録

者
数

死
亡

そ
の

他
に

よ
り

修
録

者
数

（

）

（

）

ａ
正

し
た

者
ｄ

（

）

（

）

｛
（

）-

（

）
｝

登
録

し
た

者
ｂ

抹
消

し
た

者
ｃ

ａ
＋
ｂ

ｃ
＋
ｄ

男
女

計
男

女
計

男
女

計
男

女
計

男
女

計



第３９２０号 増刊①福 岡 県 公 報平成 29 年８月 25 日　金曜日5
　

第
十
四
号
様
式
中
「第

２
項

」
の
次
に
「
（第

41条
の
２
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
41条
第
２

項
）
」
を
加
え
る
。

　

第
十
五
号
様
式
中
「た

だ
し
書

」
の
次
に
「
（第

41条
の
２
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
40条
第

１
項
た
だ
し
書

）
」
を
加
え
、
「同

条
第
２
項

」
を
「第

40条
第
２
項

（第
41条
の
２
第
６
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
40条
第
２
項

）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
八
号
様
式
備
考
の
三
中
「又

は
第
59条
の
６

」
を
「　

令
第
59条
の
６
又
は
令
第
59条
の
６

の
３

」
に
改
め
る
。

��

第
二
十
九
号
様
式
備
考
の
一
中
「
又
は
第
五
十
九
条
の
六
」
を
「
、
令
第
五
十
九
条
の
六
又
は
令
第

五
十
九
条
の
六
の
三
」
に
改
め
、
同
様
式
備
考
の
三
中
「
又
は
」
の
下
に
「
令
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
九
号
様
式
そ
の
二
中
「衆

議
院

」
を
「参

議
院

」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
九
号
様
式
中
「
（令

第
１
条

）
」
を
「
（令

第
１
条
の
３

）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
号
様
式
そ
の
一
、
そ
の
二
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

、
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第
五
十
四
号
様
式

そ
の
一
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
場
合
）衆

議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
福
岡
県
第
何
区
選
挙
長

氏

名

印

何
市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

殿

候
補
者
住
所
地
市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

殿

候
補
者
住
所
地
市
（
区
町
村
）
長

殿

合
区
に
お
け
る
開
票
管
理
者

殿

候
補
者
届
出
に
つ
い
て

何
年
何
月
何
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
福
岡
県
第
何
区
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
候
補
者
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

候

補

者

届

出

政

党

候

補

者

届

出

届

出

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ふ

り

が

な

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

摘

要

順

位

年
月
日

政
党
の
名
称

候
補
者
氏
名

性

別

本

籍

住

所

生
年
月
日

職

業

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（

本

名

）

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（
満

歳
）

（
満

歳
）

備
考一

「
候
補
者
届
出
政
党
」
欄
は
、
政
党
届
出
に
係
る
候
補
者
に
つ
い
て
は
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称
等
を
、
本
人
届
出
及

び
推
薦
届
出
に
つ
い
て
は
「
（
本
人
届
出
）
」
「
（
推
薦
届
出
）
」
と
括
弧
内
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

候
補
者
氏
名
欄
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
八
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
通
称
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
通
称

を
記
載
し
、
併
せ
て
戸
籍
名
を
記
載
す
る
こ
と
。
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そ
の
二
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
及
び
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
場
合
）

何
選
挙
長

氏

名

印

何
市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

殿

候
補
者
住
所
地
市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

殿

候
補
者
住
所
地
市
（
区
町
村
）
長

殿

合
区
に
お
け
る
開
票
管
理
者

殿

候
補
者
届
出
に
つ
い
て

何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
に
つ
き
（
何
選
挙
区
に
お
い
て
）
、
次
の
よ
う
に
候
補
者
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
公
職
選
挙
法
施

行
令
第
九
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

候

補

者

届

出

届

出

届

出

ふ

り

が

な

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

摘

要

順

位

年
月
日

の

別

候
補
者
氏
名

性

別

本

籍

住

所

生

年

月

日

党

派

職

業

（
本

名
）

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（
満

歳
）

（
満

歳
）

備
考一

届
出
の
別
欄
は
、
本
人
届
出
又
は
推
薦
届
出
の
別
を
記
載
す
る
こ
と
。

二

氏
名
欄
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
通
称
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
通
称
を
記
載
し
、
併
せ
て

戸
籍
名
を
記
載
す
る
こ
と
。

三

立
候
補
届
出
書
に
記
載
さ
れ
た
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
の
名
称
が
、
字
数
二
十
字
を
超
え
る
場
合
は
、
令
第
八
十
九
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
略
称
を
「
略
称
何
々
」
と
記
載
す
る
こ
と
。
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第
五
十
五
号
様
式
そ
の
一
及
び
そ
の
二
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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第
五
十
五
号
様
式

そ
の
一
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
場
合
）

市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

印

何
投
票
管
理
者

殿

何
開
票
管
理
者

殿
候
補
者
立
候
補
（
辞
退
）
（
死
亡
）
（
届
出
の
却
下
）
に
つ
い
て

何
年
何
月
何
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
福
岡
県
第
何
区
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
政
党
届
出
（
本
人
届
出
）(

推
薦
届
出
）
が
あ
っ
た
（
候
補
者
を
辞
退
し
た
）
（
死
亡
し
た
）
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
届
出
を

却
下
さ
れ
た
）
（
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
公
務
員
何
々
と
な
っ
た
た
め
公
職
選
挙
法
第
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第

二
項
若
し
く
は
公
職
選
挙
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
）
旨
選
挙
長

か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

候

補

者

届

出

政

党

候

補

者

届

出

届

出

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ふ

り

が

な

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

摘

要

順

位

年
月
日

政
党
の
名
称

候
補
者
氏
名

性

別

本

籍

住

所

生
年
月
日

職

業

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（

本

名

）

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（
満

歳
）

（
満

歳
）

備
考一

辞
退
、
死
亡
、
届
出
の
却
下
又
は
辞
退
と
み
な
さ
れ
た
場
合
は
、
候
補
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
候
補
者
届
出
政
党
に
係
る
候

補
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称
）
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
辞
退
等
の
理
由
及
び

そ
の
年
月
日
は
、
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

氏
名
欄
等
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
四
号
様
式
備
考
を
参
照
の
こ
と
。
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そ
の
二
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
及
び
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
以
外
の
選
挙
の
場
合
）

市
（
区
町
村
）
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

印

何
投
票
管
理
者

殿

何
開
票
管
理
者

殿

候
補
者
立
候
補
（
辞
退
）
（
死
亡
）
（
届
出
の
却
下
）
に
つ
い
て

何
年
何
月
何
日
執
行
の
何
選
挙
に
つ
き
（
何
選
挙
区
に
お
い
て
）
、
次
の
と
お
り
本
人
届
出
（
推
薦
届
出
）
が
あ
っ
た
（
候
補
者

を
辞
退
し
た
）
（
死
亡
し
た
）
（
公
職
選
挙
法
第
八
十
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
届
出
を
却
下
さ
れ
た
）
（
公
職
の
候

補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
公
務
員
何
々
と
な
っ
た
た
め
公
職
選
挙
法
第
九
十
一
条
第
二
項
又
は
公
職
選
挙
法
第
百
三
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
辞
退
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
）
旨
選
挙
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
の
で
公
職
選
挙
法
施
行
令

第
九
十
二
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

候

補

者

届

出

届

出

届

出

ふ

り

が

な

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

摘

要

順

位

年
月
日

の

別

候
補
者
氏
名

性

別

本

籍

住

所

生

年

月

日

党

派

職

業

（
本

名
）

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（
満

歳
）

（
満

歳
）

備
考一

辞
退
、
死
亡
、
届
出
の
却
下
又
は
辞
退
と
み
な
さ
れ
た
場
合
は
、
候
補
者
の
氏
名
及
び
住
所
の
み
を
記
載
す
る
こ
と
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
辞
退
等
の
理
由
及
び
そ
の
年
月
日
は
、
摘
要
欄
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

氏
名
欄
等
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
四
号
様
式
備
考
を
参
照
の
こ
と
。
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第
五
十
六
号
様
式
中
「
（
第
９
項
）
」
を
「
（
第10

項
）
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
八
号
様
式
を
削
除
す
る
。

　

第
六
十
七
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。
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第
六
十
七
号
様
式

そ
の
一
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
の
立
候
補
届
出
の
場
合
）

告
示
第
何
号

何
年
何
月
何
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
福
岡
県
第
何
区
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
候
補
者
の
届
出
が
あ
っ
た
。

年

月

日

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
福
岡
県
第
何
区
選
挙
長

氏

名

候

補

者

届

出

政

党

候

補

者

届

出

届

出

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ふ

り

が

な

一
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ

摘

要

順

位

年
月
日

政
党
の
名
称

性

別

本

籍

住

所

生
年
月
日

職

業

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

候
補
者
氏
名

ト
等
の
ア
ド
レ
ス

（
満

歳
）

（
満

歳
）

備
考一

「
候
補
者
届
出
政
党
」
の
欄
は
、
政
党
届
出
に
係
る
候
補
者
に
つ
い
て
は
当
該
候
補
者
届
出
政
党
の
名
称
等
を
記
載
し
、
本

人
届
出
及
び
推
薦
届
出
に
つ
い
て
は
空
欄
と
す
る
こ
と
。

二

候
補
者
氏
名
欄
に
つ
い
て
は
、
令
第
八
十
八
条
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
通
称
を
認
定
し
た
と
き
は
、
当
該
通
称

を
記
載
す
る
こ
と
。
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第
六
十
七
号
様
式
そ
の
二
備
考
の
二
中
「
令
」
の
下
に
「
第
」
を
加
え
る
。

　

第
七
十
三
号
様
式
中
「
及
び
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
」
、
「
及
び
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者

の
氏
名
等
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
の
期
間
」
、
「
縦
覧
期
間
」
、
「
何
年
何
月
何
日
か
ら
何
年
何
月

何
日
ま
で
何
日
間
」
を
削
る
。

　

第
七
十
四
号
様
式
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
「
登
録

の
日
」
、
「
何
年
何
月
何
日
」
、
「
縦
覧
期
間
」
、
「
何
年
何
月
何
日
か
ら
何
年
何
月
何
日
ま
で
」
、

「
何
日
間
」
を
削
る
。

　

第
七
十
六
号
様
式
中
「
名
簿
縦
覧
及
び
」
を
削
る
。

　

第
七
十
九
号
そ
の
二
様
式
中
「
及
び
」
の
下
に
「
同
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号

）
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


